


【医療費控除】
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所得金額調整控除に関する事項

大学、高校又は専修学校・各種学校の学生か生徒で、
自己の勤労に基づく給与所得等があり、かつ、令和７年
中の合計所得金額が85万円以下で、合計所得金額の
うち自己の勤労によらない所得(配当、不動産等)が10
万円以下の人

障 害 者

   令和７年12月31日現在、生計を一にする合計所得金
額58万円以下の扶養親族(子・孫・父母・兄弟姉妹等)の
個人番号・氏名・生年月日・同居別居の別・続柄を記入
してください。なお、別居の場合は、別居の場合の住所
欄にも記入してください。

   障害者控除に該当する場合は、氏名・手帳の級を記入してください。
【所得金額調整控除】(該当する場合は、上記欄へ記入してください。）
○給与収入850万円を超える人で下記のいずれかに該当する場合、控除を適用
　・23歳未満の扶養親族を有する
　・納税義務者が特別障害者に該当
　・同一生計配偶者もしくは扶養親族が特別障害者に該当

【配偶者控除 (配偶者特別控除)】
   令和７年12月31日現在、生計を一にする合計所得金額58万円以
下 (配偶者特別控除の場合は合計所得金額133万円以下) の妻又は
夫の個人番号・氏名・生年月日を記入してください。
※ 「夫・妻」とは、法律上の婚姻関係をいいます。

給与・公的年金等に係る所得以外（課税年度の４月１日
において65歳未満の方は給与所得以外）の市民税・県民
税の納税方法※扶養親族のうち、令和７年12月31日現在、19歳以上23歳未満の人で、合

計所得金額が58万円超123万円以下の場合は、扶養親族には該当せず、
特定親族特別控除の対象になります。

住 所

（2）セルフメディケーション税制による医療費控除の特例
　令和７年中に本人が健康の保持増進及び疾病予防への一定の取
組（※Ａ）を行った上で、本人又は生計を一にする配偶者・親族のス
イッチＯＴＣ医薬品（※Ｂ）を購入した場合、該当医薬品の購入金額を
基に適用させる控除
※Ａ…本人の特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診
　　　　査、がん検診（適用させる場合、領収書や結果通知表などの
         保管が必要。）
※Ｂ…医療用から転用された医薬品（控除対象と表示された領収
　　　　書が必要。）
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   令和７年中に支払った国民健康保険税・国民年金保
険料・介護保険料・その他の保険料(後期高齢者医療保
険料・勤務先で給与から差し引かれた健康保険料・厚生
年金保険料・雇用保険料や任意継続保険料)を各欄に
記入し、合計額を⑬の欄に記入してください。なお、国民
年金保険料等の支払をした旨を証する書類を必ず裏面
に添付してください。

寡 婦

次に掲げるものでひとり親に該当しない人

①夫と離婚後婚姻をしていない人で、次の要件をいずれも満たす人
・扶養親族を有する
・令和７年中の合計所得金額500万円以下
・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

②夫と死別後婚姻をしていない人、または配偶者の生死が明らかで
ない人で次の要件をいずれも満たす人
・令和７年中の合計所得金額が500万円以下
・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

※事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
とは、住民票上で、未届の夫（妻）と記載された者がいないことをさし
ます。

社会保険料控除
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   令和７年中に支払った一般の生命保険料・個人年金
保険料・介護医療保険料の支払金額を各欄に記入し、
控除額を計算してその合計額を⑮の欄に記入してくださ
い。なお、保険料控除証明書を必ず裏面に添付してくだ
さい。
※控除の計算方法は、手引裏面の所得控除一覧表をご覧ください。

ひとり親

現に婚姻をしていない、または配偶者の生死の明らか
でない人のうち次の要件をいずれも満たす人
①生計を一にする所得58万円以下の子を有すること
②令和７年中の合計所得金額が５００万円以下の人
③事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者
がいないこと
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勤 労 学 生

普 通 障 害 者 ３級以下 Ｂ ２級 ・ ３級

【扶養控除】
氏
名

 明・大・昭
　平 ・ 令　　　・　・

続
柄

特別障害者に
該当する場合

級
度 【障害者控除】

   令和７年中に遺族年金・障害年金・失業保険・老齢福
祉年金・労災給付等を受給した人は、該当する項目を○
で囲んでください。 3

特定親族
合計所得金額 令和７年12月31日現在、次の手帳の交付を受けている

人又は65歳以上で市区町村の発行する「障害者控除
対象者認定書」を受けている人

地方税法附則第4条の4の規定の適用を選択する場合に
は、「医療費控除」欄の「区分」の□に「1」と記入して
ください。

氏
名

続
柄

【収入のない人】

4

特定親族
合計所得金額

   令和７年中に全く収入がなかった人は、所得金額の合
計欄⑫に「0」と記入してください。また、次の例を参考
に、該当する項目の(       )の中に記入してください。

氏
名

続
柄

身体障害者
手　　　　帳 療育手帳

精神障害者
保健福祉手帳

遺族年金・障害年金・失業保険・老齢福祉年金

労災・その他（　　　　　　　）
特 別 障 害 者 １級 ・ ２級 Ａ １級

(例） その他→( 病気療養中・失業中など )

【基礎控除】
配偶者の

合計所得金額

円

　令和７年中の合計所得金額が2,400万円以下の人は㉕
の欄に430，000と記入してください。
※合計所得金額が2，400万円を超える人は手引裏面の所得控除一覧表を
ご覧ください。

1

特定親族
合計所得金額

氏
名 日向　一郎 48 . 10 . 4

続
柄 子

2

特定親族
合計所得金額

【非課税所得】
氏
名 日向　松子 18 . 10 . 4

続
柄 姉

合 計
（㉖+㉗+㉘）

㉙ 2,069,800

【生命保険料控除】
事
業

生命保険料控除

雑 地震保険料控除

寡婦控除、
ひとり親控除
勤労学生控除

　　　　　　　 □ 寡婦控除
　　　　 □ 死別　　□ 生死不明
　　　　 □ 離婚　　□ 未帰還

□ひとり親
控　除

　□ 勤労学生控除
（学校名）

【地震保険料控除】
合　計 ⑫ 2,450,000

障害者控除
   令和７年中に支払った地震保険料及び旧長期損害保
険料の支払金額を各欄に記入し、控除額を計算してそ
の合計額を⑯の欄に記入してください。なお、保険料控
除証明書を必ず裏面に添付してください。
※控除の計算方法は、手引裏面の所得控除一覧表をご覧ください。

氏名 日向  松子 障害の
程度

身体・精神・療育(　１　)級

氏名
障害の
程度

　身体・精神・療育(　  　)級　　

   国民年金・厚生年金・共済年金・恩給等の公的年金の
収入がある人は、その合計額をキの欄に記入してくださ
い。 ※（1）と（2）は選択制のため、どちらか１つしか適用できません。

※（2）を選択した場合、医療費控除の区分に「1」と記入してください。
※各控除の計算方法は手引裏面の所得控除一覧表をご覧ください。

事
業

雑損控除
【社会保険料控除】

【本人該当事項】
医療費控除

雑
社会保険の種類 支払った保険料

　令和７年中に支払った医療費等や保険金などで補填された金額を
各欄に記入し、控除額を㉘の欄に記入してください。なお、医療費控
除又はセルフメディケーション税制の明細書等を添付してください。

この書き方を参考に申告書を作成してください。
ご不明な点がありましたら税務課市民税係へお尋ねください。

（1）従来の医療費控除
　令和７年中に本人又は生計を一にする配偶者・親族の医療費を支
払った場合、医療費の支払金額を基に適用させる控除

【営業・農業・不動産等の収入がある人】 日向市 令和 8 年度 市民税・県民税・国民健康保険税申告書
   令和７年中の収入(売上)金額や必要経費等を申告書
裏面の計算書に記入の上、所得金額を計算し、それぞ
れの所得金額を①から③の欄に記入してください。

日向市本町10番5号
23

年

7
月

24

日

別居の場合の住所

個人番号

受付印

別居の場合の住所

□給与から差し引き（特別徴収）

□自分で納付（普通徴収）

【申告書の書き方】
あなたの住所・氏名・個人番号・生年月日・電話番号・世帯主名を記入
してください。
また、現在お勤めであれば、勤務先の会社名も記入してください。

   令和７年分給与所得の源泉徴収票をお持ちの人は、
その支払金額をカの欄に記入してください。なお、給与
明細書の金額を記入する場合は、明細（コピー可）を必
ず裏面に添付してください。

様
５ ２ － ２ １ １ １

氏 名
（自署）

日向    太郎 (※) △△株式会社

【公的年金等の収入がある人】
個人番号

別居の場合の住所

収入のない人 個人番号 控除額

非課税所得 明・大・昭 □　同居

平・令 □　別居

平・令 □　別居

別居の場合の住所 日向市東郷町山陰丙１３７４番地

個人番号 控除額

明・大・昭 □　同居

平・令 □　別居

雑損控除 ㉗ 個人番号 控除額 38

医療費控除 □ ㉘ 明・大・昭 □　同居

基礎控除 ㉕ 430,000 平・令 □　別居 円

⑬～㉕までの計 ㉖ 2,069,800 別居の場合の住所

個人番号 控除額 33 万円

特定親族特別控除 ㉔ 明・大・昭 □　同居

勤労学生、
障害者控除

⑲～⑳ 560,000
配偶者（特別）控除 ㉑～㉒

扶養控除 ㉓ 710,000

地震保険料控除 ⑯ 25,000 個人 番号
□　同一生計配偶者

（控除対象配偶者を除く。）

寡婦、ひとり親控除 ⑰～⑱ 配偶者の氏名 生年月日 明・大・昭・平・令　　　.  　  .配偶者控除
配偶者特別控除
同一生計配偶者

本人 身体・精神・療育(　３  )級　　福祉(　普・特  )

社会保険料控除 ⑬ 274,800
小規模企業共済等

掛金控除 ⑭

生命保険料控除 ⑮ 70,000

その他 ⑨ 30,000 円 60,000 円

合計
（⑦+⑧+⑨） ⑩

総合譲渡・一時 ⑪

公的年金等 ⑦ 300,000 48,000 円

業  務 ⑧ 地震保険料の計 旧長期損害保険料の計

配　当 ⑤ 円 120,000 円

給　与 ⑥ 850,000 介護医療保険料の計

不動産 ③ 円 72,000 円

利　子 ④ 新個人年金保険料の計 旧個人年金保険料の計

営業等 ① 1,300,000 合          計 274,800
農　業 ② 新生命保険料の計 旧生命保険料の計

円

短　期 コ 国民年金保険料 151,800
長　期 サ 介 護 保 険 料

一　時 シ そ    の    他

総

合

譲

渡

公的年金等 キ 1,400,000
業  務 ク

その他 ケ 国民健康保険税 123,000

配　当 オ 支払った医療費 保険金などで補填される金額

給　与 カ 1,500,000 円 円

損害を受けた資産の種類

農　業 イ

不動産 ウ 損害金額 保険金などで補填される金額 差引損失額のうち災害関連支出の金額

利　子 エ 円 円 円

(※本人が手書きしない場合は、記名押印してください。) 世 帯 主 名

3 所得から差し引かれる金額に関する事項

営業等 ア 2,000,000 円 損害の原因 損害年月日

日 向 太 郎

〒 生 年 月 日 地 区 台 帳

明・大・昭

平・令

【給与収入がある人】 電 話 番 号 整 理 番 号

職 業 （ 勤 務 先 ） 入力チェック 入 力 日

マイナンバーを記入してください。

マイナンバーを記入してください。

レ

レ

マイナンバーを記入してください。

マイナンバーを記入してください。


